
中小企業者の事業の発展を促進し、生産性の向上や地方創生に貢献するため、
金融機関と千葉県信用保証協会の連携により、まとまった資金調達をサポートします。

さらに保証料率を通常より割引します。

申込金融機関の融資残高（本制度の融資金額および本制度と同時
実行するプロパー融資（注）がある場合は当該融資金額を含む）のう
ち、プロパー融資の残高が40％以上であることが必要です。
（注）プロパー融資とは「保証の付かない融資」になります。

※本制度の詳細は裏面をご覧ください。
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「パートナーちば+（プラス）」を利用すると

金融機関と
信用保証協会が
連携して資金調達を
サポート！

区　分 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
通常保証料率（％）

本制度の保証料率（％）

1.15 1.00

0.92 0.80

0.80 0.60

0.64 0.48

0.45

0.35

保証限度額 1億円

保証限度額が上がりました!

8千万円➡

https://www.chiba-cgc.or.jp/ 千葉県信用保証協会 検 索

本店保証部 ☎043-221-8111 松戸支店保証課 ☎047-365-6010 成長サポート部 ☎043-239-3281

中小企業のベストパートナー

さらに！



添付書類

担保

保証人

融資残高要件

保証料率

貸付利率

返済方法

保証期間

資金使途

保証限度額

ご利用
いただける方

所定の申込書の他、資格要件チェックシート。

必要に応じご提供いただきます。

必要となる場合があります。

金融機関所定利率

一括返済・分割返済

運転資金 10年以内／設備資金15年以内
※プロパー融資を同時実行する場合の期間は本制度の融資期間の1/2以上
　であることが必要です。

運転資金および設備資金

1億円（責任共有制度に限る）
ただし、持続的発展支援保証制度「ささえあいちば＋（プラス）」と本制度を
併用する際は合計で保証限度額１億円となります。

①2年以上の業歴を有し、2期以上の税務申告を行っている方
  （個人事業主は貸借対照表を作成している方）
②保証付融資が貸付条件緩和、事故、延滞、求償債務関係でない方
③保証料率区分「5」以上の方
④金融機関の一定の基準を満たす方

申込金融機関の融資残高（本制度の融資金額および本制度と同時実行
するプロパー融資がある場合は当該融資金額を含む）のうち、プロパー
融資の残高が40％以上であることが必要です。

LINE会員募集中！
［登録方法］LINEアプリで「千葉県信用保証協会」を検索または、QRコードを読み取って登録してください➡

千葉県信用保証協会では、事業用資金調達に役立つニュースを
LINEで定期的に配信しています。是非ご登録ください。

下表のとおり（通常保証料率より20％の割引）。

区　分 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
通常保証料率（％）
本制度の保証料率（％）

1.15 1.00

0.92 0.80

0.80 0.60

0.64 0.48

0.45

0.35

会計参与設置会社の場合はさらに０.１％保証料割引をいたします。
有担保割引は適用されません。
「事業者選択型経営者保証非提供制度」を併せてご利用の場合は、
保証料割引が適用された後の保証料率に、「事業者選択型経営者保
証非提供制度」の保証料を上乗せします。

詳細は
こちら⬇


